
カスタマーハラスメント対策の強化を求める意見書

近年、民間事業者や行政窓口への理不尽な要求、いわゆるカスタマ

ーハラスメントにより、従業員・行政職員等が過度な心的ストレスか

ら休職、退職する事例が増加している。対策を講じなければ企業等は

社会的な信用や信頼を失うとともに人材の確保が困難となり、離職者

や休職者が増加することで在籍する職員にはさらに負担がかかるなど

の悪循環を招き、深刻な社会課題となりかねない。

こうした背景からも大手小売業者や外食関連企業などは、来店客か

らの理不尽な要求に対する対応指針の公表や、社内向けマニュアルの

外部への公表など、取組は進みつつあるものの、民間調査会社の調査

では、回答のあった約５千社のうち７割以上がカスタマーハラスメン

ト対策を講じていないという結果となっている。企業と顧客という関

係からも民間での対策が難しいことから、法整備による対策が必要で

あると考えられている。

そのような中、東京都では全国初のカスタマーハラスメント防止条

例が成立したほか、厚生労働省は、企業に従業員の保護を義務付ける

よう明記した有識者検討会の報告を受け、関連法案の提出を検討して

いる。官民ともに対策に乗り出している状況ではあるが、カスタマー

ハラスメントを防ぐための法律や指針は存在していないのが現状であ

る。

ついては、国におかれては、次の事項について適切に対策を講じる

よう強く求める。

１ 従業員等をカスタマーハラスメントから守るために、法整備を含

めたより一層の取組を加速すること。

２ 国全体でカスタマーハラスメント対策を強化するため、政府内に

協議会を設置し、基本方針の策定をすること。

３ 標準的な対応マニュアルの策定、対策を実施する事業者・自治体

などへの支援、国民の理解を深めるための啓発や相談体制の整備の

強化等を推進すること。

４ １の法整備にあたっては、有識者検討会や現場の声を適切に反映

できるよう努めること。



以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。
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